第１号様式（第４条関係）
令和　　年　　月　　日

安田町長　　　　　　　　　　様

　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　住　　　　　所
　　　　　　　　　　屋号名・法人名
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　印


安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金交付申請書


　上記奨励金の交付について、安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり申請します。

記

１　奨励金申請額　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　円

２　奨励金申請内容　　　　　
　□　起業等又は事業承継後６カ月後　奨励金
　□　起業等又は事業承継後１年後　奨励金

３　添付書類	
　□　住民票の写し（同意書提出により不要）
□　市町村税の完納証明書（町税については同意書提出により不要）
□　別紙１　同意書
□　県税の滞納がない旨を証する納税証明書（申請日の３カ月以内に発行したものに限る）
　□　別紙２　事業の課題等について、外部アドバイザーの助言等を受けたことの証明書（起業等又は事業承継後１年後の奨励金を申請する場合のみ必要）
　□　安田町起業家等支援事業費補助金又は安田町事業承継等推進事業費補助金の交付決定通知書又は補助金確定通知書の写し
　□　申請時点における事業の収支状況が分かる資料
　□　個人にあっては開業届を提出したことが分かる書類、法人にあっては登記事項証明書
　

別紙１

同意書

１　町税を滞納していないことを証する書類について
　下記事項に同意する場合は、町税を滞納していないことを証する書類を添付する必要はありません。
　※移住者が本町に住所を有して間もなく、申請時点で町税の滞納が確認できない（申請日の属
　　する年の１月１日に町に住所を有していない等）場合については、申請日の属する年の１月
１日に住所を有していた市町村における市町村税の完納証明書を提出すること。

　　町長が、町税の納付状況を確認することに同意します。

はい　・　いいえ

　※「いいえ」を選んだ方は、町税を滞納していないことを証する書類を添付してください。


２　住民票の写しについて
　下記事項に同意する場合は、住民票の写しを添付する必要はありません。

　　町長が、住民基本台帳に基づく記録を確認することに同意します。
	
はい　・　いいえ

※「いいえ」を選んだ方は、住民票の写しを添付してください。



　上記　１　・　２　の内容に同意します。（同意する項目の番号に○を記載ください）

　　　　　年　　　　月　　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　　　印

別紙２

令和　　年　　月　　日

安田町長　　　　　　　　　　様

　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　住　　　　　所
　　　　　　　　　　屋号名・法人名
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　印


事業の課題等について、外部アドバイザーの助言等を受けたことの証明書


　安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金の交付申請のうち、起業等又は事業承継後１年
後に交付する奨励金の交付要件となっている外部アドバイザーによる助言等を下記のとおり受け
ました。

１　外部アドバイザー氏名

２　助言等を受けた日時

３　助言等の内容
※事業課題や課題に対するアドバイザーの助言等の内容を記載するとともに、今後の取組の方向性等を詳細に記載ください。




　
４　添付資料
※助言等の概要が分かる資料、写真があれば添付ください

　上記のとおり、外部アドバイザーとして交付申請者の実施している事業の課題に対して、助言
等を行ったことを証します。

　　　　　　　　　　外部アドバイザー　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

第２号様式（第５条関係）

安田町指令　　　第　　　　　号


安田町移住者起業家等・事業承継事業継続奨励金交付決定通知書


申請者名　様


令和　　年　　月　　日付けで申請がありました安田町移住者起業家等・事業承継事業継続奨励金について、下記の条件により金　　　　　　　　　円を交付することに決定しましたので、安田町移住者起業家等・事業承継事業継続奨励金交付要綱第５条第１項の規定により通知します。



安田町長　


	記	

１　奨励金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、安田町補助金等交付規則及び安田町移住者起業家等・事業承継事業継続奨励金交付要綱の規定に従わなければならない。

２　奨励金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件又は関係法令若しくは安田町移住者起業家等・事業承継事業継続奨励金交付要綱の規定に違反したときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

３　交付決定者が奨励金の交付を受けるには、申請を行った当該年度の３月31日までに奨励金交付請求書（第３号様式）により、町長に奨励金の交付を請求しなければならない。







第３号様式（第６条関係）

令和　　年　　月　　日

安田町長　　　　　　　　様

（申請者）　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　　　　所　　　　　　　　　　　
屋号名・法人名　　　　　　　　　　　
代表者職・氏名　      　　　　　　　　　印



安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金交付請求書

令和　　年　　月　　日付け安田町指令　　　　第　　　号で交付決定のあった安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金について、安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金交付要綱第６条の規定により請求します。



１　奨励金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　奨励金交付請求額　　　　　　　　　　　　　　　　円

３　振込先
	金融機関名
	

	支店名
	

	口座種類
	普通・当座

	口座番号
	

	口座名 (フリ)義人 (ガナ)
	














第４号様式（第８条関係）
令和　　年　　月　　日

安田町長　　　　　　　　　様

申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　　　　所　　　　　　　　　　　
屋号名・法人名　　　　　　　　　　　
代表者職・氏名　      　　　　　　　　　印

安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金事業撤退等報告書

　令和　　年　　月　　日付け安田町指令　　　第　　号で交付の決定を受けました奨励金に係る事業からの撤退について、安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金交付要綱第８条第１項の規定により、次のとおり報告します。

記
１　交付を受けた奨励金の内容　　　　　
　□　起業等又は事業承継後６カ月後　奨励金　　金　　　　　　　　　　　　円
　□　起業等又は事業承継後１年後　奨励金　　　金　　　　　　　　　　　　円

２　撤退等内容
	撤退日
□　移転日
□　転出日
	
令和　　年　　月　　日
令和　　年　　月　　日
	基準日
（交付決定日）
	令和　　年　　月　　日

	事業継続期間
	令和　　年　　月　　日
	～
	令和　　年　　月　　日

	撤退等の理由
	


　注　事業継続期間の開始日には基準日を、末日には基準日から５年を経過する日を記載してく
ださい。（例：基準日　令和７年６月１日の場合、末日は令和12年５月31日）

３　撤退日（移転日）までに事業を継続していたことが分かる書類
　・基準日以降、撤退日までの期間の決算関係書類等




第５号様式（第９条関係）
	
安田町指令　　　　第　　　号


安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金交付決定取消通知及び返還命令書


申請者名　様


　令和　　年　　月　　日付け安田町指令　　第　　　号で交付の決定をした奨励金については、安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金交付要綱第９条第１項の規定に基づき、交付の決定を次のとおり取り消しましたので、同条第２項の規定によりこれを通知します。
　また、既に交付した奨励金については、同要綱第10条の規定により、次のとおりその返還を命じます。


令和　　年　　月　　日

安田町長　　　　　　　　　　　


記

１　返還金額　　　　　　　　　　　　　　円

２　返還期限　　　令和　　年　　月　　　日

３　返還の事由

